
火災予防上の命令を受けている防火対象物及び危険物施設一覧表 

 

令和５年１０月２７日更新 

番号 項  目 内      容 

１ 

防火対象物の所在地 広島県呉市安浦町内海北６丁目７番２１号 

防火対象物の名称 有限会社トップ 

命令を受けた者の名前 

広島県呉市安浦町内海北６丁目７番２１号 

有限会社トップ  

取締役 桑原 賢治 

根拠法条 消防法第１７条の４第１項 

命令事項 
令和５年３月１６日までに，防火対象物全体に屋内消火栓設備

及び自動火災報知設備を設置すること。 

発令年月日 令和４年１１月１６日 

管轄消防署 呉市東消防署 

発令者 呉市消防局長 

２ 

防火対象物の所在地 広島県呉市安浦町水尻１丁目２８番２０号 

防火対象物の名称 浜田鋼管株式会社 

命令を受けた者の名前 

広島県呉市安浦町水尻１丁目２８番２０号 

浜田鋼管株式会社 

代表取締役 梶東 祥三 

根拠法条 消防法第１７条の４第１項 

命令事項 
令和５年９月１５日までに，防火対象物全体に屋内消火栓設備

及び自動火災報知設備を設置すること。 

発令年月日 令和５年５月１５日 

管轄消防署 呉市東消防署 

発令者 呉市消防局長 

３ 

防火対象物の所在地 広島県呉市広多賀谷１丁目４番２号 

防火対象物の名称 株式会社生田合金鋳造所 

命令を受けた者の名前 

広島県呉市広多賀谷１丁目４番２号 

株式会社生田合金鋳造所  

代表取締役 生田 三南子 

根拠法条 消防法第１７条の４第１項 

命令事項 
令和５年１１月７日までに，防火対象物全体に屋内消火栓設備

及び自動火災報知設備を設置すること。 

発令年月日 令和５年７月７日 

管轄消防署 呉市東消防署 

発令者 呉市消防局長 

 

 



４ 

防火対象物の所在地 広島県呉市仁方桟橋通１５１１番地２６ 

防火対象物の名称 ツボサン株式会社 

命令を受けた者の名前 

広島県呉市仁方桟橋通１５１１番地２６ 

ツボサン株式会社 

代表取締役 梶山 美里 

根拠法条 消防法第１７条の４第１項 

命令事項 

令和６年４月２７日までに，防火対象物全体に屋外消火栓設備

を設置すること。 

令和６年４月２７日までに，自動火災報知設備を技術上の基準

に従って設置すること。 

発令年月日 令和５年１０月２７日 

管轄消防署 呉市東消防署 

発令者 呉市消防局長 

 

（注）本表は，発令年月日が遅いものから順に表示しています。 

なお，番号は発令年月日を基に付しています。 


